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○星野委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 三十分間、質問をさせていただきます。 

 今日は、三つのテーマ、子ども・子育て支援金の医療保険別の負担額が昨日発表になりました、そのことと、今

問題になっております紅こうじサプリの機能性表示食品、そして最後が、悪質ホストクラブの被害、そして海外

売春の問題、これらについて、林官房長官そして松村国家公安委員長に質問させていただきたいと思います。 

 林官房長官におかれましては、機能性表示食品の質問が終わったら、お忙しいと思いますので、退席していた

だいて結構でございます。 

 まず、今日の配付資料にもございますが、昨日、子ども・子育て支援金の額が発表になりました。十七ページ。 

 私は、少し怒っているんですね。何でかといいますと、この予算委員会室で、林官房長官も聞いておられたと思

いますが、二月上旬から、医療保険ごとの負担額を出してください、出してくださいと、私が予算委員会の筆頭理

事で言い続けたのが二月ですからね。出てきたのが昨日ですから、二か月間出てこなかったわけです。 

 そして、先週の水曜日ですか、私が地・こ・デジ特に行って、出してくれ、出してくれないんだったら審議でき

ませんよと言って、四十五分間、申し訳ありませんが暴れさせていただいて、やっと渋々出てきたということで、

進んで出したんじゃないんですよね。 

 それで、林官房長官も、予算委員会で、負担額を医療保険ごとに出してください、出してください、これははっ

きり言ってもう何十回も言いましたよ、出せません、出せませんと言って、それで二か月遅れて出てきたんです

けれども、実際、この額を見てみますと、ワンコイン五百円、ワンコイン五百円、安いですよと言っていたんです

けれども、実際出てきたのは、例えば六百万円の方だったら、令和十年で被用者一人当たり千円。しかし、林官房

長官、単なる千円じゃなくて、これは労使折半の千円ですから、事業主負担を入れると二千円なんですよ。 

 ということは、事業主の方は賃上げしたいと思っていたけれども、事業主負担が千円入ったら賃上げできなく

なるから、実際問題としては千円じゃなくて、六百万円の年収の方も、被用者一人当たりの負担は二千円になる、

年間二万四千円になるというふうに思うんです。 

 林官房長官、五百円と言っていたのが千円になって、事業主負担を入れると月二千円になって、四倍ですよね。

年間になると、十二掛けたら二万四千円。これは子育て増税じゃないんですか。 

○林国務大臣 現在、関係法案を国会で御審議をいただいておりますこの子ども・子育て支援金については、所

管のこども家庭庁にお尋ねをいただければというふうに思いますが、その上で申し上げますと、今委員のお尋ね

があった、低く見せていたのではないか、そういうことだというふうに思いますが、保険料の額を医療保険制度

ということで示す場合は、加入者一人当たりということを統一して示すことが一般的であるというふうに承知を

しております。被用者保険の額の場合は、まさに個々人の拠出額が重要でありまして、事業主分は除いた額とい

うことでございます。 

 したがって、被用者保険の加入者一人当たり平均月額五百円、これが変わったということではないということ

でありますし、当然、月額ということでお示しをしておりましたので、年額ということになれば十二倍、また、事

業主の分を合わせればその二倍というのは、その部分については委員がおっしゃるとおりですが、加入者一人当

たり月額ということで、平均を申し上げていたということではないかと思っております。 

○山井委員 今、林官房長官、正直に答弁してくださったと思いますが、そうなんですよ。低く見せようとしてい

たんじゃないんですかということなんですね。月千円と五百円では全然違うし、もっと言えば、事業主負担を入

れた二千円と五百円では四倍違うんですね。ということは、四分の一に小さく見せようとしていたんじゃないで

すかというふうに思うんです。 

 私は、不信感を持っているのは、やましくないんだったら、最初からこれを出していたらよかったんですよね。

二か月出さずで昨日出したということは、もう来週採決したいとか言っているぐらいですから、言葉は悪いかも

しれませんが、昨日までこれを出さなかったのは、増税隠しじゃないですか。 

○林国務大臣 昨日、被用者保険の年収別の支援金の拠出額を機械的に試算したものをこども家庭庁の方で公表



したというふうに承知をしております。 

 被用者保険の被保険者一人当たりの令和十年度の子ども・子育て支援金の拠出額は、二百万円で月三百五十円、

四百万円で月六百五十円、年収六百万円の場合で月千円、年収八百万円の場合で月千三百五十円等となっており

まして、詳細はこども家庭庁にお尋ねいただければと思いますが、これまでも、被用者保険の加入者一人当たり

平均月五百円という試算が変わったわけではないというふうに承知をしております。 

 なお、これはあくまで保険料ということでございます。 

○山井委員 まさにそこがポイントなんですよ。つまり、試算そのものが変わっていないんだけれども、説明方

法が、五百円から千円、千円から二千円にどんどんどんどん小出しで上がってきているんですよね。これは共働

きだったら、事業主負担を入れたら月三千円ぐらいですよ。年間三万六千円ぐらいになるでしょう、共働きだっ

たら。 

 冷静に考えて、子ども・子育て支援金の負担は幾らだろうかと考えたら、普通、赤ちゃんまで含めた頭割りって

考えませんよ。私たちの家庭は幾らだろうかと考えるに当たり前じゃないですか。 

 ということは、わざと低く見せるために赤ちゃんまで入れて頭割りしておいて、二か月遅れて、野党から言わ

れて渋々こういう計算を出してきた。このことに関して国民の皆さんは、あれっ、五百円と違うの、だまされてい

たんかという不信感を持っているんです。 

 五百円と言っていたものが千円、二千円と小出しに上がってくる、こういうやり方ということに関しては、や

はり政府として不誠実だったという反省はございますか。 

○林国務大臣 最初に、低く見せていたというふうに申し上げたのは、委員がそういうふうにおっしゃっている

のではないかという、御質問だということで、私がそう思っているということではございませんので、改めて確

認をしておきたいと思います。 

 まさに、医療保険制度全体の保険料額を示す場合は加入者一人当たりで統一して示すということが一般的であ

りますので、恐らくその場合にも、被用者保険の場合、倍になるでしょう、月額でありますから年額は十二倍にな

るでしょうというのは、別にそこを隠していたわけでも何でもなくて、やり取りの中で、ちょっと私も全部予算

委員会にいたわけではありませんが、恐らくそういう議論もあったのではないかというふうに思っております。 

○山井委員 やはり、政治の主役は国民なんですから、国民が、話違うやないか、何でそんな急に高くなっている

の、最初五百円言うていたやん、こうなると、これは結果的には、やはりだましていた、不誠実であったというこ

とになりかねないと思います。それでは、次のテーマに移ります。 

 紅こうじサプリについてですが、五人の方が亡くなられてしまっております。 

 これは、言いづらいんですけれども、アベノミクスの成長戦略の目玉なんですね。今日の配付資料の中にもご

ざいますが、成長戦略ということで、二〇一三年に安倍総理が成長戦略の目玉としてこれを発表をされました。

配付資料十六ページですね。二〇一三年の六月、健康食品の機能性表示を解禁するということで、「成長戦略第三

弾 首相の講演要旨」、こうなっております。 

 それで、私、ちょっとひっかかっておりますのは、やはりその中で、安倍総理が当時どうおっしゃったかという

ことが、こちらの、三ページにも書いてありますけれども、詳しく言うと、こう発言されているんです、三ペー

ジ、皆さん。健康食品の機能性表示を解禁いたします、目指すのは世界並みではありません、むしろ世界最先端で

す、世界一企業が活躍しやすい国の実現、それが安倍内閣の基本方針です。 

 私も、成長戦略は必要だと思いますし、日本の経済力を高めねばなりません。その部分は、アベノミクスにも賛

同する部分は当然私もあります。しかし、今回、五名の方がお亡くなりになってしまった。 

 それで、私も調べさせていただきました。四ページの左に、当時の経緯があるんですね。これは法改正なく始ま

ったことでありまして、ここにありますように、規制改革会議や閣議決定でやったわけでありまして、結局、食品

衛生法規則の一部改正などによって、法改正じゃなくてこれはやっているんですね、スピーディーに。そして、注

目していただきたいのは、この下なんですよ、下の赤字の部分。検討に当たっては、アメリカのダイエタリーサプ

リメントの表示制度を参考にしたということなんです。 

 それで、私も調べました、ダイエタリーサプリメントというのはどういう制度なのかなと。そうしたら、私、驚



いたことがあるんです。 

 なぜかというと、今回、健康被害が出てから報告までに二か月かかって、その間にもお亡くなりになられた方

や症状が重篤化された方がいるんじゃないか、何で二か月遅れたんだというのが問題になっているんですよね。

ところが、調べてみたら、配付資料九ページにありますように、アメリカのダイエタリーサプリメント法には、健

康被害の報告義務が法律で入っているんですよ。モデルとしたアメリカのダイエタリーサプリメント法には報告

義務が法律で入っているのに、それをモデルにしたのに、日本は法律で義務化されていなくて、単なるガイドラ

インなので、今回守られなかったんですよね。 

 官房長官、なぜ、モデルとした元々のアメリカの制度には入っているのに、十年前は入らなかったんですか。 

 もう一つ言います。 

 この資料を見てもらうと分かるように、実は、アメリカのダイエタリーサプリメント法というのは一九九四年

にスタートしているんです。でも、二〇〇六年に法改正しているんですよ。当初は、健康被害報告は義務化になっ

ていなかったんです。二〇〇六年、十二年後にわざわざ入れたんですよ。 

 これも、私、大学院で酵母菌やバイオの研究をしていましたので、こういうことは関心がありますので、理系で

すので、調べました。こういう健康、安全性には私も非常に関心が、元研究者ですので、ありますので。 

 これについては、配付資料五ページの一番下。調べてみて驚いたのは、アメリカでは、このダイエタリーサプリ

メントに関する健康被害で百五人お亡くなりになった。これは大変だと。要は、報告をしないうちに人が亡くな

った、ついては、健康被害になったらすぐに報告しなさいという報告義務を法律へ入れたんですよね。 

 ということは、これをモデルにするということは、この経緯ぐらい勉強しますよね、普通。私は一週間で勉強し

たわけですから、ここまで。 

 そうしたら、林官房長官、なぜ十年前、こういう経緯がある、最初は報告義務を入れていなくて、百五人が亡く

なって大変だということで二〇〇六年に報告義務を入れたダイエタリーサプリメント法を参考に日本にしようと

言ったのに、何で報告義務を日本では入れなかったんでしょうか。 

○林国務大臣 まず、今回の事案に関連して、お亡くなりになった方と御遺族にお悔やみ申し上げるとともに、

健康被害を受けられた方の一日も早い回復をお祈り申し上げます。 

 今お尋ねのありました機能性表示食品制度につきましては、消費者庁が所管しておりますので、消費者庁にお

尋ねをいただければというふうに思いますが、その上で、あえてのお尋ねでございますので。 

 この機能性表示食品制度創設の検討を行った消費者庁の有識者検討会におきましては、健康被害等の情報収集、

危険な商品の流通防止措置に関する対応方針、これについても議論が行われまして、健康被害に関する情報が得

られた場合には、食品衛生法や消費者安全法に規定された報告ルート等によりまして、必要に応じて注意喚起、

販売禁止等の措置が講じられるということがまずあって、それに加えて、企業等による健康被害等の情報収集体

制、これを整備するということが適当である、こういう結論に至ったというふうに承知をしております。 

 これを踏まえまして、食品表示法に基づく食品表示基準におきまして、届出事項として、健康被害の情報収集

体制が明記をされて、同基準の運用指針である届出ガイドラインにおきまして、健康被害が発生した際には速や

かに行政機関への報告を求めることとした、そういうふうに承知をしております。 

 いずれにいたしましても、今回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方等につきましては、五月末

を目途に取りまとめるべく、消費者庁において検討を行っておるところでございます。 

○山井委員 結論を言いますと、法的義務は入れなかった、法的拘束力のないガイドラインにとどめた、その結

果、今回守られなくて、二か月も報告が遅れたということなんですね。 

 林官房長官、今、五月末までに取りまとめとおっしゃいましたけれども、やはりこれは一刻を争うと思うんで

す。なぜかというと、残念ながら五人の方が亡くなっているんです。 

 それで、私も心が痛んだのは、今日の新聞によりますと、五人の亡くなった方の中では、前立腺がんとか悪性リ

ンパ腫とか高血圧、高脂血症、リウマチの既往歴があったとか、かなり弱った、病弱な高齢者が、わらにもすがる

ような思いでサプリメントを飲み続けられたのではないかと推察されるんですね。やはり、それに対して、これ

は言っちゃ悪いけれども、私も機能性表示食品を飲んだりすることはあります、正直言いまして。別に効果がな



いとは言いません、私も飲んだりしているから。ただ、全国の方々が、大丈夫かな、私、飲んでいるけれどもと、

あるんですよ。 

 ついては、五月末までに改善策をまとめるということですけれども、もう一歩進んで、六月二十日、今国会中に

は改善策を実施する、質問通告していますが、実施すると。改善策が五月末に出てきて実施するのが秋では、それ

まで機能性表示食品、不安ですよ。これは、与党も野党も含めて、安全性は重要ですから、与野党協力しますの

で、是非、今国会中に改善策を実施するということをお約束いただけませんか。 

○林国務大臣 健康被害情報の報告ルールの在り方、今御指摘もありましたが、この在り方を含めて、今回の事

案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方につきましては、現在、消費者庁において、五月末までを目途に

方向性を取りまとめるべく、スピード感を持って検討を行っているところでございます。 

○山井委員 私がこの質問をこの場でするのは、まさに五月末までの取りまとめを指示されたのが林官房長官で

すからね。取りまとめられても、国民からすると、安全性が確保される、実施されるのを待っているわけです。 

 それで、私、今回調べていてもう一つ不思議に思ったのは、十三ページを見てください。実は、報告義務がない

ということだけじゃなくて、アメリカのダイエタリーサプリメント法には、十三ページにありますように、ＧＭ

Ｐ、標準製造基準というものが義務づけられているんですよ。ＧＭＰというものが、この十三ページにあります

ように、この表がありますよね。アメリカのサプリメント法は義務づけられているんですよ。 

 これも日本では義務づけられていなくて、今回、小林製薬はこのＧＭＰの認証を受けていなかったんです。つ

まり、アメリカのサプリメント法をモデルにしたと言いながら、アメリカで入っている法的義務は入れませんで

した。アメリカをモデルにしていると言いながら、アメリカでやっているＧＭＰという標準製造基準は入れませ

んでした。つまり、アメリカより緩めているんですよ。 

 もっと言えば、こういう、届出だけで健康機能食品というのを名のれているのはアメリカと日本ぐらいで、ほ

かはやはり、何らかの審査が多くの先進国では入っているんですね。ということは、もしかしたら、アメリカと日

本が届出だけで販売できる主な国で、そのアメリカよりはるかに緩いということは、日本の機能性表示食品とい

うのは、いいものもありますよ、いいものもあるけれども、安全性というものでは先進国の中でも最も緩いとい

うか、不十分なんじゃないかと思うんです。 

 それについては、今日の配付資料一枚目にありますように、一昨日、経団連会長も、この機能性表示食品のスピ

ーディーな緩和に関しては、人の健康に関わる問題だから、もう少し厳しく慎重にやるべきだったと反省を口に

したというふうに報道されております。 

 林官房長官としても、五人の方が残念ながらお亡くなりになられて、報告が二か月も遅れて、おまけに調べて

みたら、モデルとしたアメリカよりもはるかに緩い、安全性について弱い。繰り返し言いますが、私は、こういう

健康産業は、私もバイオの研究者の一人として、エビデンスがあるものは推進すべきだと思いますよ、私の同級

生はみんな健康産業とかで研究員になっていますからね。足を引っ張る気はないけれども、最低限の安全性とい

うものは担保すべきだということで、やはり今回の機能性表示食品の解禁というのはちょっとスピーディーに行

き過ぎだったんじゃないか、安全性への配慮がちょっと足りなかったんじゃないかという反省はありませんか。 

○林国務大臣 まず、前段のお尋ねで、機能性表示食品の届出等に関するガイドラインでも、サプリメント形状

の加工食品についてはＧＭＰ、グッド・マニュファクチャリング・プラクティスというものに基づく製造工程管

理を強く推奨しているものと承知をしております。そして、経緯につきましては、先ほどお答えしたとおりでご

ざいます。 

 いずれにいたしましても、機能性表示食品の製造過程における安全性の担保の在り方、これも含めまして、今

回の事案を受けた機能性表示食品制度の今後の在り方について、先ほど申し上げましたように、五月末までを目

途に、消費者庁において、方向性を取りまとめるべく検討を行っているところでございます。 

○山井委員 ですから、見直しにおいては、スピード感と安全性の確保です。今もおっしゃったように、ＧＭＰ、

適正製造基準が強く推奨されているけれども、裏返せば、義務化はされていないから小林製薬も取っていなかっ

たから、今回の見直しにおいてはこれを義務化させるべきだと私たちは考えます。 

 繰り返し言いますが、安倍総理がおっしゃった、目指すは世界並みではありません、むしろ世界最先端です、世



界で一番企業が活躍しやすい国の実現、これは一理ありますよ。やはり経済支援、私も重要だと思いますが、た

だ、それによって、万が一、安全性が後回しになっていたのであれば、与野党協力して、私は今こそ見直すべきで

はないかと思います。 

 次に、話は飛びますが、悪質ホストクラブの問題について質問したいと思いますので、官房長官、お戻りくださ

い。松村国家公安委員長、お待たせして申し訳ありません。 

 悪質ホストクラブの被害者が非常に増えて、今は、残念ながら海外売春に送られてしまっている人も多いと。

先日、厚労省も警察も頑張っていただいて四人の人身売買ブローカーが逮捕されて、その容疑者は二百人も海外

売春をさせていて、その中でもやはり一つ多かったのが、ホストクラブで数百万円の借金を背負わされて、行か

ざるを得なかった。 

 私も、この調査、何回も歌舞伎町に、この半年間、足を運ばせてもらいましたけれども、海外売春に誘われたと

か、行かざるを得なくなったとか、また、借金がかさんで自殺未遂して、ビルの六階から飛び降りたとか、もうい

ろいろな被害者の声を聞いてきました。 

 それで、これはストレートに言って、だまされる女性が悪いでは済まない問題に私はなっているんじゃないか

と思います。 

 そこで、松村国家公安委員長始め警察庁は、露木警察庁長官も歌舞伎町にも行っていただきまして、この間大

変、全力で取り組んでいただいていることには強く感謝したいと思いますが、塩村議員が最初にこの問題を国会

で取り上げられたときに、松村国家公安委員長は非常に重要な答弁をしてくださっているんですね、十七ページ。 

 つまり、初回は無料とかが多いんですよね、歌舞伎町では。ところが、二回、三回行くうちに、五十万のシャン

ペン、二百万のシャンペンを入れさせられる。それで、ちょっと私も言うのがはばかられるんですけれども、結

局、十八、十九とか、若い女性の方が借金を背負わせても風俗や売春で稼ぎやすいからということで、お金のない

若い女性が、一番高額なシャンパンとか、狙われて借金漬けにされてしまうという、本当にこれはとんでもない

問題なんです。 

 そういう意味では、売掛金、つまり、支払い能力をはるかに超える法外な債務を女性客に負わせて、その結果、

売春や風俗で働かざるを得なくなる、このようなことは、そもそも風俗営業法において問題ではないか。こうい

う悪質ホストクラブのビジネスモデルを規制すべきではないか。いかがですか。 

○松村国務大臣 悪質なホストクラブの問題については、山井委員と問題意識を共有しているつもりでございま

す。 

 したがいまして、これまでも強力な捜査、調査を進めてきたところでございます。そういう意味では、長官に歌

舞伎町の視察をやっていただいたのは、その本気度を示すという意味では非常に効果があったものと思っており

ますが、引き続きその調査を進めているところでございます。 

 また、御指摘の、ホストクラブの利用客が、利用料金の売り掛けによる借金を背負いまして、その返済のために

売春をするなどの行為については承知をいたしておりますし、これまでも悪質なホストの違反行為について取締

りを強化、重ねてきたところでございます。 

 恐らく、風営法の法律を少し改正をして、いろいろなことができないかというような御提案だろうと思います

が、一般的に、飲食に係る料金が適正かどうかについては、やはりこれは個別具体の事情により決まるものと承

知しておりまして、これを法律で一律に規制することは、慎重な検討を要するものと考えております。 

 したがいまして、今、あらゆる法律を駆使をいたしまして、違法行為に対する厳正な取締りを進めているとこ

ろでもございます。 

○山井委員 もちろん、警察庁さんが全力でやっていただいていることには感謝しますが、残念ながら、被害者

は増え続けているんです。 

 昨日の晩も私のところにＳＯＳがあって、十八歳ぐらいの女の子が、初回無料だからといって、キャッチとい

うんですかね、これも違法の疑いが濃いんですけれども、ホストに引っ張られてホストクラブに連れ込まれてい

る。お酒を飲まされるとかそういうことで、結局、ツケでいいよとか、それとか、入った途端にクレジットカード

を取られて金を下ろさせられるとか、好きだよと言ってつき合って、同棲するとか言ったり、結婚しようとか言



ったり、やはりやり方がちょっと危な過ぎるんです。 

 ついては、その被害者が、この十九ページにありますように、海外売春に今送られているんですよ。身の危険は

あるかもしれないけれども、借金を四百万円もつくらされて、返せないから、もう行かざるを得ないと。海外売春

に行った日本人女性が、殺されるとか監禁されるとか行方不明になるとか、犯罪に巻き込まれるのは、もうこれ

は時間の問題です。 

 さらに、御存じのように、海外の領事館からも、日本人女性はもう入れません、売春しに来る危険性があるから

入れませんといって、これははっきり言って、私、日本の恥だと思いますよ。日本人女性が海外に行ったら、売春

婦ですかと疑われる、これはもう先進国と言えないんじゃないかと思います。 

 こういう悪質ホストクラブの借金に端を発する海外売春、女性が悪いだけじゃなくて、女性は借金を背負わさ

れているわけですから、厳しく厳しく取り締まるべきだと思います、摘発すべきだと思います。いかがですか。 

○松村国務大臣 まず、警察におきましては、これまでも各種売春の事犯の取締りを推進をしてきているところ

でございます。 

 売春目的での海外渡航といったケースについても、警視庁におきまして、本年一月、邦人女性を海外で売春婦

として稼働するように勧誘をした事実について、売春あっせんグループの三人の被疑者を職業安定法でまず検挙

をしたほか、さらに、本年四月にも、海外への売春をあっせんする別のグループの四人の被疑者を検挙したとこ

ろでもございます。 

 女性がこういった売春に至る背景につきましては様々なことが考えられるため、関係機関が連携して、まず女

性の支援のための取組を行うことも必要と考えております。 

 また、売春のあっせんといったような犯罪の取締りに当たりましては、匿名・流動型犯罪グループ、いわゆるト

クリュウ、こういったものが関与している可能性も視野に入れながら、法と証拠に基づき捜査を徹底をしている

ところでもございます。 

 引き続き、厳正な取締りが行われるように警察を指導してまいりたいと考えております。 

○山井委員 歌舞伎町、立ちんぼと言ったら駄目なんだけれども、ホストの借金で立たされている、立たざるを

得なく追い込まれている女性の方々が残念ながらおられますよ。海外の観光客が、観光名所になっていますよ。

私、これは本当に恥ずかしいと思うんですよ。 

 繰り返し言います。女性が悪いで済まないですよ。それを放置している男性にも行政にも国会にも責任はあり

ますよ。海外の人は笑っていると思いますよ。先進国なのに、日本ってこんなに売春がオープンなんだね、海外ま

で来ているんだねと。 

 是非、今もすばらしい努力で取り組んでくださっておりますが、それで、もう一点お聞きしたいんですが、結

局、これは前払い制、前借りになっているというんですね。警視庁さん、警察庁さんが頑張ってくださったので、

売り掛けは歌舞伎町では自粛しますとなっているんですけれども、今日の配付資料の十八ページ、「悪質ホスト問

題、売掛廃止も「新手口」で被害減らず…スカウト暗躍「入店前に闇金で借りさせる」」。 

 この問題について取り組んでいただいております青少年を守る父母の連絡協議会の玄代表や田中さんがおっし

ゃっているのは、新たな手口、つまり、消費者金融や闇金で入店前に金を調達させる、クレジットカードを次々と

作らせて限度額まで使わせる、また、既に持っているクレカで入店直後などに精算するなど、そういう手口で、売

り掛けじゃないけれども前借りでやっているということで、もうちょっと読み上げますね、結局、五百万円や一

千万円を前借りさせられるということです。二十代女性Ａさんは、ホストから金をつくれる友達として男性Ｂを

紹介されたとかですね。 

 こういうふうな悪質な前借りや前払いについても厳しく規制すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 

○松村国務大臣 まず、特定の行為が特定の犯罪に該当するか否かについては、これは個別具体的な事実関係に

即して判断されるものであるため、一概にお答えすることは困難でございますが、しかしながら、その上で、委員

の御指摘がございました新たな手口についても、違法行為が認められた場合には厳正に取り締まり、利用客の被

害の防止に努めるよう、しっかりと警察を指導してまいりたいと考えております。 

○山井委員 時間が来ました。終わります。ありがとうございます。 


